
令和８年度甲種防火管理再講習の開催について 

 

消防法施行令第３条第１項第１号に規定する甲種防火管理再講習を次のとおり開催します。 

 

《日   時》  令和８年６月２６日（金）１４時～１６時 

 

《会   場》  光市光井六丁目１６番１号 

光地区消防組合消防本部 コミュニティルーム 

 

《受講対象》  消防法の規定により算定する収容人員が３００人以上となる特定用途防火対象物

（集会場、物品販売店舗、ホテルなど）において、防火管理者に選任されている甲

種防火管理講習の修了者 

※甲種防火管理再講習の受講サイクルについては、別紙を参照してください。 

 

《定   員》  ３０名程度 

 

《受 講 料》  １，６５０円（税込み） ※テキスト代です。 

 

《申込方法》  本講習は予約制となっております。受講を希望される方は、電話（0833-74-5602）

にて予約した後、申込みに必要な書類を消防本部予防課まで持参又は郵送してくだ

さい。（予約及び申込みの受付は、平日の８時３０分から１７時１５分までとなり

ます。） 

 

《申込期間》  令和８年５月１８日（月）～６月５日（金） ※必着 

 

《申 込 先》  〒７４３－００１１ 光市光井六丁目１６番１号 

光地区消防組合消防本部 予防課指導係 

 

申込みに必要な書類 

１ 受講申込書 

光地区消防組合ホームページからダウンロードできます。（Ａ４サイズで印刷） 

 

２ 写真１枚 

条 件  正面の上三分身像、無帽、無背景、申請前６か月以内に撮影したもの 

サイズ  縦４ｃｍ×横３ｃｍ 

その他  裏面に氏名を記入してください。 

 

３ 甲種防火管理講習の修了証の写し 

直近に受講した甲種防火管理講習（新規講習又は再講習）の修了証の写し 

 

４ 受講票返送用封筒 ※郵送による場合のみ  

   受講票の受取りに必要な住所・氏名を明記し、１１０円切手を貼り付けてください。 



 

《その他の事項》 

１ 郵送により申込みをした人で、６月１９日（金）までに受講票が返送されない場合は、下記

「問合せ先」に連絡してください。 

２ 受講料は講習当日にお支払いいただきます。（お釣りの要らないように準備してください。） 

３ 受講票は会場に持参して受付時に提示してください。 

４ 筆記用具は各自で準備してください。テキストは会場でお渡しします。 

５ 修了証は全課程修了後に交付します。原則として、遅刻、早退などの理由により履修時間が

不足した場合は交付できませんので、あらかじめご了承ください。 

６ 都合により受講を取り止める場合は、必ず下記「問合せ先」に連絡してください。 

７ やむを得ない事由により講習の開催を延期又は中止する場合は、個別に受講者へ連絡します。 

 

※問合せ先※ 

光地区消防組合消防本部予防課指導係  電話番号：０８３３－７４－５６０２ 


